
一
議
題

１
法
律
の
政
令
委
任
事
項
が
一
の
み
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
委
任
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
政
令
に
つ
い
て
は
、
「
施
行

令
」
で
は
な
く
、
当
該
委
任
事
項
を
明
記
し
た
題
名
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
二
の
１
参
照
）
・

新
た
に
制
定
さ
れ
る
法
令
の
題
名
に
つ
い
て
は
、
①
「
そ
れ
が
そ
の
法
令
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
呼
び

や
す
さ
と
い
う
要
請
」
と
②
「
そ
の
題
名
か
ら
内
容
を
一
応
推
察
さ
せ
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
内
容
を
誤
解
さ
せ
ず
、

他
と
の
紛
れ
も
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
」
の
二
つ
の
要
請
が
あ
る
と
こ
ろ
、
「
一
般

的
に
は
、
な
る
べ
く
簡
潔
な
表
現
を
と
る
方
に
重
点
を
置
い
て
考
え
る
べ
き
」
と
さ
れ
て
い
る
（
二
の
６
参
照
）
・
当
該

委
任
事
項
を
明
記
し
た
題
名
が
付
さ
れ
た
政
令
に
つ
い
て
は
、
②
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
の
委
任
事
項
を
表
現
す
る
た
め
に
、
簡
潔
な
題
名
を
付
け
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
少
な
く
な
い

と
こ
ろ
、
一
の
委
任
事
項
に
関
す
る
政
令
で
あ
っ
て
も
、
①
に
重
点
を
置
い
て
、
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と

が
適
当
な
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
法
律
の
題
名
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
程
度
②
の
要
請
を
満
た
す
こ
と

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
一
号
関
係
資
料
〕

も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

一
の
委
任
事
項
に
関
す
る
政
令
の
題
名
を
「
施
行
令
」
と
す
る
こ
と
の
許
容
性
に
つ
い
て

（
令
和
元
・
九
・
九
）

（
担
当
早
川
参
事
官
）
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二
資
料

２
－
の
委
任
事
項
に
関
す
る
政
令
の
中
に
は
、
題
名
に
制
定
の
根
拠
と
な
る
法
律
の
条
項
を
引
用
す
る
も
の
が
あ
る
と
こ

ろ
、
法
律
の
改
正
に
よ
る
条
項
の
移
動
に
伴
い
、
題
名
の
改
正
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
（
二
の
２
参
照
）
・
ま
た
、

後
記
３
の
と
お
り
、
別
の
委
任
事
項
の
追
加
に
伴
い
、
題
名
の
改
正
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
題
名
の
改
正
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
①
の
要
請
を
よ
り
満
た

す
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

３
制
定
時
に
は
一
の
委
任
事
項
に
つ
い
て
の
み
定
め
る
政
令
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
別
の

委
任
事
項
に
つ
い
て
も
定
め
る
こ
と
と
な
り
、
題
名
が
「
施
行
令
」
に
改
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
（
二
の
３
参
照
）
・

他
方
、
他
の
委
任
事
項
が
な
い
た
め
に
、
例
え
ば
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
定
の
よ
う
に
、
一
般
に
「
施
行
令
」
で
定

め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
一
の
委
任
事
項
に
つ
い
て
、
定
め
る
こ
と
が
あ
る
（
二
の
４
参
照
）
。

こ
の
よ
う
に
、
①
と
②
の
い
ず
れ
に
重
点
を
置
く
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
委
任
事
項
の
内
容
に
応
じ
て
判
断
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
の
委
任
事
項
に
限
ら
れ
る
か
否
か
に
よ
り
一
律
に
判
断
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
、
委
任
事
項
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
一
の
委
任
事
項
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
①
に
重
点
を
置
い
て
、
「
施
行
令
」
と
の

ろ
、
委
任
事
項
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
一
の
委
任
事
項
で

ま
た
、
一
の
委
任
事
項
で
あ
っ
て
も
「
施
行
令
」
と
の
題
名
が
付
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
と
こ
ろ
（
二
の
５
参
照
）
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
か
。

題
名
を
付
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
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１
－
（

〔
例
１
〕

の

○
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
四
六
法
七
七
）

○【
参
考
】

第
六
条
教
育
職
員
（
管
理
職
手
当
を
受
け
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
を
正
規
の
勤
務
時
間
（
一

般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
相
当
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
・
）

２
（
略
）

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
応
熟
鯏
目
胤
目
劇
制
肘
馴
例
馴
潮
間
剥
馴
創
劉
刻
刊
刮
訓
刺
副
制
副
固
刻
馴
笥
川
副
遡
創
劇
削
り
ｑ
刷
制

一
項
（
同
条
第
一

一
・
二
（
略
）

附
則

（
平
一
五
政
四
八
四
）

を
超
え
て
勤
務
さ
せ
る
場
合
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
で
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第

項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

委
任
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
政
令
の
例

（
教
育
職
員
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
る
勤
務
等
）

へ

略
一
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〔
例
２
〕

○
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
一
七
政
一
四
六
）

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

○
公
益
通
報
者
保
護
法

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
甲

【
参
考
】

３
第
一
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
日
に
お
い
て
教
育
職
員
を
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て

一
～
七
（
略
）

八
前
各
号
』

前
各
号
に

準
用
す
る
。

一

●

附二

一
～
四
百
五
十
二
（
略
）

附
則
（
略
）

令
で
定
め
る
も
の
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
、
環
境
の
保
全
、

ｌ

公
正
な
競
争
の
確
保
そ
の
他
の
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
に
か
か
わ
る
法
律
と
し
て
政

へ

略
一

則
へ

略
…

（
平
一
六
法
一
二
二
）
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２
法
律
の
改
正
に
よ
る
条
項
の
移
動
に
伴
い
政
令
の
題
名
が
改
正
さ
れ
た
例

〔
例
３
〕

○
地
方
独
立
行
政
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
一
五
政
四
八
七
）

（
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
法
人
を
定
め
る
政

○
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
｛

（
平
一
二
政
五
二
三
）
※
平
一
五
政
四
八
七
に
よ
る
改
正
後

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関

は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す

一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関

【
参
考
］

令
の
一
部
改
正
）

第
十
条
公
益
法
‐

る
政
令
（
平
成
‐

公
益
法
人

一
～
百
十
二
（
略
）

附
則
（
略
）

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

ｌ
る
政
令

等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
法
人
を
定
め

（
平
成
十
二
年
政
令
第
五
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
法
人
を
定
め

る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
法
人
を
定
め
る
政
令

す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
法
人
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３
－
（

〔
例
４
〕

の

○
公
益
法
人
等
へ
の

（
職
員
の
派
遣
）

○
不
正
競
争
防
止
法
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
外
国
公
務
員
等
で
政
令
で
定
め
る
者
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す

第
二
条
任
命
権
者
（
地
方
公
務
員
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
・
）
は
、
次
に
掲
げ
る
団
体
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
公
益
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
、
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
人
的
援
助
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て

条
例
で
定
め
る
も
の
と
の
間
の
取
決
め
に
基
づ
き
、
当
該
公
益
法
人
等
の
業
務
に
そ
の
役
職
員
と
し
て
専
ら
従
事
さ

せ
る
た
め
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
（
条
例
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き

２
～
４

一

一
一
一 る

。

四
（
略
）

委
任
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
政
令
に
別
の
委
任
事
項
が
追
加
さ
れ
た
例

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で

口
政
令
で
定
め
る
も
の

・
二
（
略
）

へ

略
…

一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
一
二
法
五
○
）

、
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【
参
考
】

す
る
。不
正
競
争
防
止
法
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
外
国
公
務
員
等
で
政
令
で
定
め
る
者
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
三
年

政
令
第
三
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
項
中
「
不
正
競
争
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を

条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
外
国
公
務
員
等
で
政
令
で
定
め
る
者
）
」
を
付
し
、

る
政
令
（
平
三
○
政
二
五
二
）

内
閣
は
、
不
正
競
争
防
止
型

不
正
競
争
防
止
法

第
二
条
法
第
五
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
技
術
上
の
秘
密
（
情
報

第
一
条
不
正
競
争
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
の
評
価
又
は

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

分
析
の
方
法
（
生
産
方
法
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

し
、
又
は
分
析
す
る
役
務
の
提
供
と
す
る
。

の
評
価
又
は
分
析
の
方
法
（
生
産
方
法
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
評
価

（
技
術
上
の
秘
密
の
内
容
）

（
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
行
為
）

不
正
競
争
防
止
法
施
行
令

附

（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

則
へ

略
…

「
法
」
に
改
め
、
本
則
を
第
三
条
と
し
、
同

同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。
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○
不
正
競
争
防
止
法
（
平
五
法
四
七
）
※
平
二
七
法
五
四
に
よ
る
改
正
後

（
技
術
上
の
秘
密
を
取
得
し
た
者
の
当
該
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
等
の
推
定
）

第
五
条
の
二
技
術
上
の
秘
密
（
生
産
方
法
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
情
報
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
・
）
に
つ
い
て
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
行
為
（
営
業
秘
密
を
取
得
す
る

行
為
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
を
し
た
者
が
当
該
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
に
よ

り
生
ず
る
物
の
生
産
そ
の
他
技
術
上
の
秘
密
を
使
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
行
為
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
生
産
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
行

為
（
営
業
秘
密
を
使
用
す
る
行
為
に
限
る
。
）
と
し
て
生
産
等
を
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

（
外
国
公
務
員
等
に
対
す
る
不
正
の
利
益
の
供
与
等
の
禁
止
）

第
十
八
条
（
略
）

２
前
項
に
お
い
て
「
外
国
公
務
員
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
．

一

一
一
一四

・
五
（
略
）

一
又
は
二
以
上
の
外
国
の
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
、
発
行
済
株
式
の
う
ち
議
決
権
の
あ
る
株
式
の
総

数
若
し
く
は
出
資
の
金
額
の
総
額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
当
該
株
式
の
数
若
し
く
は
出
資
の
金
額
を
直
接
に
所

有
さ
れ
、
又
は
役
員
（
取
締
役
、
監
査
役
、
理
事
、
監
事
及
び
清
算
人
並
び
に
こ
れ
ら
以
外
の
者
で
事
業
の
経
営

に
従
事
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
の
過
半
数
を
任
命
さ
れ
若
し
く
は
指
名
さ
れ
て
い
る
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ

の
事
業
の
遂
行
に
当
た
り
、
外
国
の
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
特
に
権
益
を
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
の
事
務

に
従
事
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者

●

一

一

へ

略
、〆
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４
一
般
に
「
施
行
令
」
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
一
の
委
任
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
政
令
の
例

〔
例
５
〕

○
不
正
競
争
防
止
法
施
行
令
（
平
一
三
政
三
「

（
外
国
公
務
員
等
で
政
令
で
定
め
る
者
）

（
平
一
三
政
三
八

○
質
屋
営
業
法
に
規
定
す
る
道
公
安
委
員
会
の
権
限
の
方
面
公
安
委
員
会
へ
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
昭
四
七
政
三
八
五
）

第
三
条
法
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
者
（
同
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を

除
く
。
）
で
あ
っ
て
そ
の
事
業
の
遂
行
に
当
た
り
外
国
の
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
特
に
権
益
を
付
与
さ
れ
て

い
る
も
の
の
事
務
に
従
事
す
る
者
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

第
一
条
質
屋
営
業
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、

本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
。
た
だ
し
、

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
物
の
保
管
設
備
の
基
準
の
定
め
に
関
す
る
事
務
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
道
公
安
委
員
会

２
（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

（
聴
聞
の
実
施
手
続
）

附

則
へ

略
…

八
）
※
平
三
○
政
二
五
二
に
よ
る
改
正
後

道
警
察

同
法
第

‐9－



○
古
物
営
業
法
施
行
令
（
平
七
政
三
二
六
）

（
法
の
規
制
に
係
る
証
票
そ
の
他
の
物
）

【
参
考
】

第
二
条
（
略
）

第
一
条
（
略
）

第
三
条
（
略
）

第
四
条
法
又
は
法
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
き
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
。

二
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
道
公
安
委
員
会
が
定

が
定
め
る
手
続
に
従
う
も
の
と
す
る
・

附
則
（
略
）

め
る
手
続
に
従
う
も
の
と
す
る
。

一
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
事
務

（
電
子
情
報
処
理
組
織
及
び
競
り
の
方
法
）

（
法
の
規
制
の
除
外
に
係
る
大
型
機
械
類
）

（
方
面
公
安
委
員
会
へ
の
権
限
の
委
任
）

附

則

へ

略
一
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５
－
（

〔
例
６
〕
の

〔
例
７
〕

○○
農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
二
六
法
七
八
）

○
棚
田
地
域
振
興
法
施
行
令
（
令
元
政
七
六
）

【
参
考
】

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
金
の
額
は
、

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
に
要
す
る
費
用
の
二
分
の
一
以
内
と
す
る
。

附
則
（
略
）

（
費
用
の
補
助
）

第
九
条
特
定
市
碓

第
九
条
特
定
市
町
村
は
、
認
定
農
業
者
団
体
等
に
対
し
、
認
定
事
業
（
第
三
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除

く
。
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
国
は
、
都
道
府
県
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
を
す
る
特
定
市
町
村
に
対
し
当
該
補
助
に
要
す
る
費
用
の
一
部

委
任
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
政
令
に
「
施
行
令
」
と
の
題
名
が
付
さ
れ
て
い
る
例

を
補
助
す
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
補
助
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
二
六
政
三
四
七
）
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６
参
考
文
献
抜
粋

○
「
新
訂
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
法
制
執
務
第
二
版
」
（
ぎ
よ
う
せ
い
）
一
四
七
ペ
ー
ジ

問
四
九
〔
題
名
の
付
け
方
〕
答
二
新
た
に
制
定
さ
れ
る
法
令
の
題
名
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
そ
の
法
令
に
固
有
の
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
呼
び
や
す
さ
と
い
う
要
請
と
、
そ
の
題
名
か
ら
内
容
を
一
応
推
察
さ
せ
、
あ
る
い
は
少
な

く
と
も
内
容
を
誤
解
さ
せ
ず
、
他
と
の
紛
れ
も
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
と
が
あ

Ｊ

○
棚
田
地
域
振
興
法
（
令
元
法
四
二
）

【
参
考
】 棚

田
地
域
振
興
法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
昭
和
二
十
五
年
二
月
一
日
に
お
け
る
市
町
村
の
区
域

で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
内
の
勾
配
が
二
十
分
の
一
以
上
の
土
地
に
あ
る
一
団
の
棚
田
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で

あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
条
（
略
）

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
棚
田
地
域
」

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
棚
田
を
含
む
一

３
（
略
）

る
。 （

定
義
）

附

則
へ

略
一

と
は
、
自
然
的
社
会
的
諸
条
件
か
ら
み
て
一
体
的
な
日
常
生
活
圏
を
構
成
し

Ｉ

定
の
地
域
で
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
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○
「
法
令
用
語
辞
典
第
十
次
改
訂
版
」
（
学
陽
書
房
）
三
四
七
ペ
ー
ジ

施
行
令
１
）
一
般
的
に
は
、
法
律
に
附
属
し
、
そ
の
執
行
に
必
要
な
細
則
あ
る
い
は
そ
の
委
任
に
基
づ
く
規
定
等
を

主
た
る
内
容
と
す
る
命
令
を
い
う
・
し
た
が
っ
て
、
「
施
行
令
」
に
は
、
そ
の
性
質
上
、
執
行
命
令
で
あ
る
も
の
と
、

委
任
命
令
で
あ
る
も
の
と
が
あ
り
、
そ
の
制
定
の
根
拠
は
、
結
局
、
命
令
制
定
の
根
拠
に
帰
着
す
る
わ
け
で
あ
る
（
「
政

令
」
、
「
省
令
」
等
、
各
命
令
の
項
参
照
）
。
た
だ
、
例
え
ば
、
政
令
に
つ
い
て
は
、
憲
法
七
三
条
六
号
に
一
般
的
根

拠
が
あ
る
の
に
、
別
に
、
「
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
規
定
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
」
（
地
方
自
治
法

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
要
請
は
、
し
ば
し
ば
矛
盾
背
反
す
る
こ
と
が
あ
り
、
題
名
を
付
け
る
場
合
に
、
い

ず
れ
の
要
請
に
重
点
を
置
く
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
一
般
的
に
は
、
な

る
べ
く
簡
潔
な
表
現
を
と
る
方
に
重
点
を
置
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
法
令
に
よ
っ
て
は
、
次
の
例
に
示
す

よ
う
に
、
簡
潔
な
題
名
を
付
け
る
こ
と
が
難
し
く
、
あ
る
い
は
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

な
お
、
題
名
を
簡
潔
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
幾
つ
か
の
事
項
を
内
容
と
す
る
法
令
に
お
い
て
は
、
そ
の
題
名
に

「
等
」
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
「
等
」
を
濫
用
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

「
等
」

■
例
■○
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の

財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

○
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
し
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
源
の
確

保
に
係
る
地
方
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
八
号
）
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附
則
一
三
）
と
い
う
よ
う
な
法
律
の
規
定
が
あ
る
の
は
、
そ
の
法
律
の
施
行
令
は
、
政
令
以
外
の
命
令
で
定
め
て
は

い
け
な
い
と
い
う
意
味
を
含
む
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

２
）
固
有
名
詞
的
に
は
、
上
記
の
内
容
を
も
つ
政
令
の
題
名
と
し
て
、
多
く
「
何
々
法
施
行
令
」
と
い
う
よ
う
に

用
い
ら
れ
る
．
と
き
に
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
政
令
で
あ
り
な
が
ら
、
「
何
々
法
施
行
規
程
」
（
例
ｌ
地
方

自
治
法
施
行
規
程
）
と
い
う
名
称
を
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
特
に
、
恒
久
的
事
項
を
定
め
た
施
行
令
に
対
し
、

主
と
し
て
経
過
的
規
定
を
内
容
と
す
る
施
行
令
を
区
別
す
る
た
め
に
、
多
く
付
さ
れ
る
題
名
で
あ
る
。
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○
議
事
要
旨

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
一
号
関
係
議
事
要
旨
〕

２
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
か
は
、
最
終
的
に
は
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ

ー
ス
の
判
断
と
な
る
も
の
の
、
考
慮
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
。

〈
一
）
例
え
ば
、
法
律
の
対
象
と
な
る
概
念
を
定
義
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
中
心
的
な
事
項
を
定
め
る
場
合
は
、
法
律
の
委

任
事
項
が
一
の
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
他

方
、
周
辺
的
な
事
項
の
み
を
定
め
る
場
合
は
、
「
施
行
令
」
と
の
題
名
に
な
じ
ま
ず
、
当
該
委
任
事
項
を
明
記
し
た
題

名
を
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
か
。
特
に
、
暫
定
的
な
事
項
の
み
を
定
め
る
場
合
は
、
他
に
委
任
事
項
が
あ
り
別

途
「
施
行
令
」
が
定
め
ら
れ
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
当
該
委
任
事
項
を
明
記
し
た
題
名
を
付
し
、
単
独
の
政
令
と
す
る

１
法
律
の
委
任
事
項
が
一
の
み
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
委
任
事
項
を
明
記
し
た
題
名
を
付
す
る
こ
と
を
原
則
と

し
つ
つ
、
特
段
の
事
情
が
あ
れ
ば
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
見

が
優
勢
で
あ
っ
た
。
他
方
、
検
索
の
容
易
性
等
を
理
由
に
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
積
極
的
に
付
す
る
べ
き
と
の
意
見
も

あ
っ
た
。

こ
と
が
適
当
で
は
な
い
か
。

一
の
委
任
事
項
に
関
す
る
政
令
の
題
名
を
「
施
行
令
」
と
す
る
こ
と
の
許
容
性
に
つ
い
て

（
担
当
早
川
参
事
官
）



三
）
例
え
ば
、
多
段
階
施
行
の
法
律
の
委
任
を
受
け
る
場
合
の
よ
う
に
、
第
一
段
階
で
は
委
任
事
項
が
一
の
み
で
あ
っ
て

も
、
将
来
の
第
二
段
階
以
降
に
委
任
事
項
の
追
加
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
第
一
段
階
か
ら
「
施
行
令
」
と
の
題

名
を
付
す
る
方
が
、
題
名
の
改
正
に
よ
る
分
か
り
に
く
さ
を
回
避
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
将
来
的
に
実
施
命

令
を
定
め
る
予
定
が
あ
る
場
合
も
、
同
様
で
は
な
い
か
。

三
）
当
該
委
任
事
項
を
明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
あ
ま
り
に
も
題
名
が
長
く
な
る
場
合
や
、
題
名
に
引
用
さ
れ
た
法
律
の
規

定
を
見
な
け
れ
ば
内
容
を
理
解
で
き
な
い
よ
う
場
合
は
、
簡
潔
に
「
施
行
令
」
と
の
題
名
を
付
す
る
方
が
、
分
か
り
に

西
）
例
え
ば
、
各
種
手
数
料
令
の
よ
う
に
、
独
自
の
体
系
を
有
す
る
も
の
や
、
定
期
的
に
改
正
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

あ
え
て
「
施
行
令
」
と
は
せ
ず
、
当
該
委
任
事
項
を
明
記
し
た
題
名
を
付
す
る
方
が
分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。

く
さ
を
回
避
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。



一
議
題
法
令
上
、
行
政
機
関
に
よ
る
「
公
表
」
及
び
「
告
示
」
は
一
般
に
以
下
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

．
「
公
表
」
：
「
一
般
国
民
若
し
く
は
一
定
地
域
の
住
民
又
は
少
な
く
と
も
不
特
定
多
数
の
人
々
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う

に
、
一
定
の
事
項
を
発
表
す
る
こ
と
」
（
『
法
令
用
語
辞
典
』
）
、
「
行
政
情
報
を
広
く
知
ら
せ
る
こ
と
」
（
『
法
律
学
小
辞
典
』
）

．
「
告
示
」
．
．
「
法
規
命
令
、
行
政
規
則
、
一
般
処
分
、
事
実
行
為
な
ど
様
々
な
性
質
の
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
法
的
性

質
は
個
別
的
に
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
『
法
律
学
小
辞
典
』
）
、
「
告
示
が
省
令
の
一
段
下
位
の
法
規
命
令
を
定
め
る

法
形
式
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
」
（
『
法
令
用
語
の
常
識
』
）

実
際
、
両
者
は
明
確
な
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
り
、
「
公
表
」
に
関
し
て
は
、
専
ら
一
般
的
な
行
政
情

報
の
周
知
等
の
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
の
場
面
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る

事
例
が
あ
り
、
「
告
示
」
に
関
し
て
も
、
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
一
般
的
な

行
政
情
報
の
周
知
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
事
例
が
多
く
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
両
者
の
使
い
分
け
に
つ

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
二
号
関
係
資
料
〕

い
て
論
じ
て
い
る
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
中
、

法
令
上
の
「
公
表
」
と
「
告
示
」
の
使
い
分
け
等
に
つ
い
て

（
令
和
元
・
九
・
九
）

（
担
当
西
尾
参
事
官
）

- l -



（
１
）
最
高
裁
の
判
例
で
は
、
「
成
文
の
法
令
が
一
般
的
に
国
民
に
対
し
現
実
に
そ
の
拘
束
力
を
発
動
す
る
（
施
行
せ
ら
れ

る
）
た
め
に
は
、
そ
の
法
令
の
内
容
が
一
般
国
民
の
知
り
う
べ
き
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
が
前
提
要
件
」
と
な
り
、
「
法

令
の
公
布
は
従
来
通
り
、
官
報
を
も
っ
て
せ
ら
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
判
例
の
考

え
方
に
基
づ
き
、
法
文
の
意
味
内
容
を
明
確
化
す
る
観
点
か
ら
、
行
政
機
関
が
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」

を
行
う
場
面
（
資
料
２
．
（
２
）
、
３
．
（
１
）
）
で
は
官
報
に
よ
る
「
告
示
」
、
そ
れ
以
外
の
事
項
を
周
知
す
る
場
面
（
資

料
２
．
（
１
）
、
３
．
（
２
）
）
で
は
「
公
表
」
と
使
い
分
け
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。

（
２
）
当
該
使
い
分
け
を
行
う
と
し
た
場
合
、
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
の
外
縁
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

料
２
．
（
１

（
２
）
当
該
佑

考
え
る
か
。

一
方
、
法
令
の
規
定
に
沿
っ
て
算
出
し
た
法
的
効
果
を
有
す
る
基
準
を
周
知
す
る
行
為
（
資
料
４
．
（
２
）
）
、
行
政
機

関
内
部
の
審
査
基
準
を
周
知
す
る
行
為
（
資
料
４
．
（
３
）
）
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
法
的
効
果
は
生
じ
て
い
な
い
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
、
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
て
よ
い
か
。

（
３
）
「
告
示
」
の
文
言
を
伴
わ
ず
に
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
規
定
（
資
料
５
．
）
に
つ
い
て
は
、
法
的
効
果
が
生
じ

て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
観
点
か
ら
、
「
告
示
」
す
る
旨
規
定
（
「
大
臣
は
…
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の

例
え
ば
、
「
法
的
規
範
を
政
府
部
内
で
定
め
る
行
為
」
と
「
こ
れ
を
周
知
す
る
行
為
」
が
別
々
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場

合
（
資
料
４
．
（
１
）
）
は
、
「
行
政
行
為
と
し
て
の
拘
束
力
を
生
ず
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
相
手
方
に
対
し
て
通
知
さ
れ
、

相
手
方
が
、
そ
の
内
容
を
知
り
得
べ
き
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
（
行
政
法
講
義
（
上
）
、
田
中
二
郎
著
）

と
の
学
説
が
あ
る
よ
う
に
、
両
者
を
一
体
と
し
て
捉
え
、
当
該
「
周
知
す
る
行
為
」
が
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め

の
周
知
」
に
該
当
す
る
と
判
断
し
て
よ
い
か
。

一
方
、
法
令
の
規
定
に
沿
っ
て
算
出
し
た
一
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○
「
公
表
」

二
資
料

１
．
「
公
表
」
と
「
告
示
」
の
定
義
に
つ
い
て

●

と
す
る
」
等
）
す
べ
き
と
考
え
る
か
。

の
事
項
を
発
表
す
る
こ
と
を
い
う
・
発
表
の
主
体
は
、
必
ず
し
も
国
、
地
方
公
共
団
体
に
限
ら
ず
、
個
人
の
場
合
も
あ
る
。

発
表
の
形
式
は
、
特
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、
必
ず
し
も
官
報
へ
の
掲
載
に
よ
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
新
聞
紙
へ
の
掲
載
、

掲
示
場
に
お
け
る
掲
示
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ヘ
の
掲
載
、
刊
行
物
の
発
行
等
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
を
妨
げ

な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
（
略
）
ま
た
、
「
公
表
」
は
そ
れ
が
持
つ
社
会
的
効
果
に
着
目
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
・

す
な
わ
ち
、
行
政
庁
が
指
示
、
勧
告
等
を
行
っ
た
と
き
に
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
、
利
害
関
係
者
、
一
般
国
民

等
に
知
ら
せ
へ
注
意
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
世
論
に
訴
え
、
行
政
客
体
が
勧
告
等
の
内
容
に
従
う
効
果
を
期
待
す
る
も

の
、
行
政
庁
の
勧
告
等
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
に
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
行
政
指
導
に
従
わ

な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
制
裁
措
置
と
し
て
の
効
果
及
び
こ
れ
に
よ
る
予
防
的
効
果
を
期
待
す
る
も
の
、
さ
ら
に
、
そ
の

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
公
表
に
一
定
の
法
的
効
果
を
与
え
て
い
る
も
の
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
（
『
法
令
用
語

辞
典
』
第
九
版
、
学
陽
書
房
）

暇
玉
三
□

吐
佇
は
円

Ｍ
ｖ
ヘ
ヨ
ー
○
鵬
ｌ
シ
』
ｌ
ｄ

ノー、

I 、

！
ｆ
Ｅ
｜
’

籾
ら
な
み
場
△
同
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○
「
告
示
」

、
一
般
的
に
は
、
行
政
情
報
を
広
く
知
ら
せ
る
こ
と
（
行
政
計
画
の
公
表
等
）
を
指
す
が
、
特
に
、
行
政
上
の
義
務
の
不

履
行
や
指
示
・
勧
告
等
の
「
行
政
指
導
」
に
対
す
る
不
服
従
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
者
の
氏
名
や
事
実
を
公
に
周
知
さ

せ
、
こ
れ
へ
の
社
会
的
非
難
に
よ
っ
て
間
接
的
に
義
務
履
行
な
い
し
服
従
を
促
す
、
行
政
上
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
も
多
い
。
（
『
法
律
学
小
辞
典
』
第
四
版
、
有
斐
閣
）

、
公
の
機
関
が
、
そ
の
決
定
し
た
事
項
そ
の
他
一
定
の
事
項
を
公
式
に
広
く
一
般
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
い
う
。
（
略
）
告

わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
官
報
そ
の
他
の
広
報
に
は
、
通
常
、
告
示
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
公
の
機
関
が
法
令
に
基

づ
い
て
す
る
指
定
、
決
定
そ
の
他
の
処
分
で
公
示
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
別
段
の
公
示
の
形
式
が
定
め
ら
れ
て
い
な

い
場
合
は
、
告
示
の
形
式
に
よ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
（
『
法
令
用
語
辞
典
』
第
九
版
、
学
陽
書
房
）

．
公
の
機
関
が
、
必
要
な
事
項
を
「
公
示
」
す
る
行
為
又
は
そ
の
行
為
の
形
式
。
告
示
は
、
国
の
機
関
に
あ
っ
て
は
、
「
官

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
『
法
律
学
小
辞
典
』
第
四
版
、
有
斐
閣
）

．
「
公
示
」
と
「
告
示
」
と
は
、
（
略
）
公
の
機
関
な
ど
が
一
定
の
こ
と
が
ら
を
広
く
一
般
公
衆
の
知
り
う
る
状
態
に
置

報
」
（
略
）
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
行
為
の
意
味
で
の
告
示
は
、
「
法
規
命
令
」
、
「
行

示
の
方
式
を
法
令
で
規
定
し
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
、
国
の
行
政
機
関
の
告
示
は
官
報
に
よ
っ
て
行

く
こ
と
で
あ
る
が
、
後
者
の
「
告
示
」
の
方
は
、
そ
う
い
う
一
般
的
な
意
味
か
ら
転
じ
て
、
公
の
機
関
が
、
そ
の
決
定
し

政
規
則
」
、
「
一
般
処
分
」
、
「
事
実
行
為
」
な
ど
様
々
の
性
質
の
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
法
的
性
質
は
個
別
的
に
判

た
事
項
そ
の
他
一
定
の
事
項
を
広
く
一
般
に
知
ら
せ
る
た
め
の
形
式
の
名
称
に
も
な
っ
て
い
る
。
（
略
）
ま
た
、
大
蔵
省
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２
．
「
公
表
」
の
主
な
用
例

（
１
）
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の

①
一
般
行
政
情
報
の
周
知

イ
．
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
三
一
法
一
六
）

（
基
本
方
針
）

ロ
・
少
年
鑑
別
所
法
（
平
二
六
法
一

（
委
員
会
の
意
見
等
の
公
表
）

第
十
条
法
務
大
臣
は
、
毎
年
、

（
平
二
六
法
五

あ
た
か
も
、
告
示
が
省
令
の
一
段
下
位
の
法
規
命
令
を
定
め
る
法
形
式
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
。
（
『
法

令
用
語
の
常
識
』
林
修
三
著
、
日
本
評
論
社
）

第
七
条

令
な
ど
で
、
た
と
え
ば
、
「
そ
の
他
大
蔵
大
臣
の
定
め
る
場
合
」
な
ど
と
し
て
、
一
定
の
こ
と
が
ら
の
規
制
を
大
蔵
大
臣

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
譲
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
定
め
方
の
形
式
の
一
つ
と
し
て
も
、
告
示
の
形
式
が
用
い
ら
れ
、

４
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
基
本
方
針
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

九）委
員
会
が
少
年
鑑
別
所
の
長
に
対
し
て
述
べ
た
意
見
及
び
こ
れ
を
受
け
て
少
年
鑑
別
所

‐5－



②
個
別
の
行
政
処
分
の
周
知

イ
．
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
（
平
三
○
法
二
五
）

（
新
技
術
等
実
証
計
画
の
変
更
等
）

ハ
●

ロ
・
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
三
法
六
六
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
十
条
の
二

第
十
三
条

第
三
十
二
条

２
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
主
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
当
該
認
定

２
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

食
品
表
示
法
（
平
二
五
法
七
○
）

（
食
品
の
回
収
の
届
出
等
）

新
技
術
等
実
証
実
施
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

の
長
が
講
じ
た
措
置
の
内
容
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

』
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（
２
）
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
方

①
一
定
の
基
準
の
周
知
に
係
る
規
｛

○
工
場
立
地
法
（
昭
三
四
法
二
四
）

定
の
基
準
の
周
知
に
係
る
規
定

「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た

ハ
●

第
二
条（

工
場
立
地
に
関
す
る
準
則
等
の
公
表
）

第
四
条
経
済
産
業
大
臣
及
び
製
造
業
等
一

議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
次
の
事
項
に
一

経
済
産
業
大
臣
及
び
製
造
業
等
を

次
の
事
項
に
つ

５
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
項
の
特
定
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
を
指
定
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

第
九
条

２
市
町
村
長
は
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
届
出
に
係
る
事
項
の
う
ち
第
六
条
第
一
項
第
五
号
の
事
項
が
第
一
号
に
該
当
し
、
又
は
同
項
第
六
号
の
事
項
が
第

中
小
企
業
の
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
（
平
一
八
法
三
三
）

（
定
義
等
）

ｌる
も
の
と
す
る
。

く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
の
周
知
」

（
勧
告
）

所
管
す
る
大
臣
は
、

き、 に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

製
造
業
等
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
立
地
に
関
す
る
準
則
を
公
表
す

関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
か
つ
、
産
業
構
造
審

‐7‐



②
「
公
表
」
後
に
相
手
方
に
対
し
て
一
定
の
措
置
を
、

○
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
（
昭
三
四
法
一
五
五
）

定
の
措
置
を
と

（
調
整
命
令
）

第
十
六
条
の
五

第
十
条
市
町
村
長
は
、
前
条
第
二
項
の
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
特
定
工
場
の
新

設
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
同
項
各
号
に
規
定
す
る
事
態
が
生
じ
、
か
つ
、
こ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難

（
罰
則
）

第
十
六
条

る’
0

と
な
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
事
項
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

二
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
同
項
第
五
号
又
は
第
六
号
の
事
項
に
関
し
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

一
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
準
則
（
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
準
則
が
定
め
ら

（
変
更
命
令
）

れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
市
町
村
準
則
を
含
む
。
）
に
適
合
せ
ず
、
特
定
工
場
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
生
活

環
境
の
保
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
大
企
業
者
が
、
同
条
第
四
項

る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
規
定

-8－



③
「
公
表
」
に
よ
っ
て
許
認
可
等
の
効
果
が
生
じ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
規
定

○
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
閨
す
る
法
律
（
平
二
五
法
五
五
）

○
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
閨
す
る
法
律
（
平
一
二

（
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更
等
に
関
す
る
特
例
）

第
十
四
条
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
同
意
を
得
た
土
地
利
用
方
針
に
係
る
復
興
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
（
当
該
復
興

整
備
事
業
を
実
施
す
る
た
め
、
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
し
、
又
は
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
た
め
当
該
農
地

に
つ
い
て
所
有
権
若
し
く
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
取
得
す
る
に
当
た
り
、
農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は

第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
・
）
が
記
載
さ
れ
た
復
興
計
画
が
第
十
条

２
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
復
興
計
画
が
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

係
る
措
置
を
執
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
同
項
の

規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
中
小
小
売
商
団
体
の
構
成
員
た
る
中
小
小
売
商
の
相
当
部
分
の
事
業
の
継
続
が
著
し
く
困
難
と

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
大
企
業
者
に
対
し
、
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
命

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
べ
き
者
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
当
該
復
興
整
備
事
業
に
係
る
同
法
第
四
条
第
一
項
又
は

該
公
表
の
日
に
当
該
事
項
に
係
る
復
興
整
備
事
業
の
実
施
主
体
に
対
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
許
可
、
認
可
又
は
承
認

の
規
定
に
よ
り
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
を
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
な
お
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
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３
．
「
告
示
」
の
主
な
用
例

（
１
）
○
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
五
三
法
三
○
）

6 ５
前
条
第
四
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
（
港
湾
法
第
三
十
七
条
筑

項
の
協
議
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
記
載
さ
れ
た
復
興
計
画
が

同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

注
斧
三
十
七
条
笑
三
正
α
頬
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

（
港
湾
法
第
三
十
七
条
第

侵
興
計
画
が

４
前
条
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項

れ
た
復
興
計
画
が
第
十
条
第
六
項
の
規
ゞ

３
前
条
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
復
興
計
画
が
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き

は
、
当
該
公
表
の
日
に
当
該
事
項
に
係
る
農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
べ

前
条
第
四
項
第
四
号
に

す’は’
。 、

定
に
よ
る
通
知
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

口

同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

き
者
に
対
す
る

同
条
第
一
項
の
協
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

前
条
第
四
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
（
港
湾
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
条
第
九
項
の
規

「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
に
該
当
す
る Ｉ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

慢
興
計
画
が
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
復
興
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、

Ｈ
，
櫟
呼
多
読
壬

こ
れ
ら
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す

呵
ゾ
一
一
磑
冒

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第

が
記
載
さ
れ
た
復
興
計
画
が
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き

（
自
然
公
園
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
記
載
さ

一
る
辰

第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、

。

と
考
え
ら
れ
る
も
の

Ｈ
条
茉
力
匿
力
申

◎

コ
ヲ
〆
○
窄
止

α
と
亮
尤 － 一
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（
２
）
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の

①
一
般
行
政
情
報
の
周
知

第
二
条

第
四
条

イ
．
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
二
五
法
五
五
）

（
復
興
対
策
本
部
の
設
置
）

第
三
百
八
条
の
十
八

２
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
若
し
く
は
名
称
又
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は

２
特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
件
数
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
ご
と
に
、

２
内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
部
を
置
い
た
と
き
は
当
該
本
部
の
名
称
、
所
管
区
域
並
び
に
設
置
の
場
所
及
び
期
間
を
、
当
該

ロ
・
保
険
業
法
令

（
変
更
の
届
出
） （平

本
部
を
廃
止
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
直
ち
に
、
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

そ
の
制
限
に
係
る
件
数
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
予
備
審
査
の
請
求
件
数
の
暫
定
的
制
限
）

附

則

七
法
一
○
五
）
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第
三
条

第
八
十
六
条
の
六

第
四
十
八
条

ホ
．
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
二
八
法
七
六
）

（
業
務
の
委
託
）

６
主
務
大
臣
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

６
中
央
選
挙
管
理
会
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

ハ
●

２
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
し
た
と
き
は
、
委
託
を
受
け
た
者
の
名
称
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め

二
・
公
職
選
挙
法
（
昭
二
五
法
一
○
○
）

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
の
届
出
等
）

事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
き
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

よ
る
届
出
に
係
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
及
び
略
称
、
本
部
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
告
示
し
な
け

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
昭
四
七
法
一
○
五
）

（
基
本
計
画
）
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４
．
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
の
外
縁
に
関
す
る
事
例

（
１
）
法
的
規
範
を
定
め
る
行
為
と
こ
れ
を
周
知
す
る
行
為
が
別
々
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

○
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
二
八
法
七
）

②
個
別
の
行
政
処
分
の
周
知

イ
．
郵
政
民
営
化
法
（
平
一
七
法
九
七
）

（
監
督
上
の
措
置
）

第
百
十
九
条

第
三
条

３
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
そ
の

２
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る

ロ
・
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
（
平
二
五
法
二
九
）

旨
を
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

る
事
項
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
立
の
認
可
等
）

附

則
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（
２
）
法
令
の
規
定
に
沿
っ
て
算
出
し
た
法

○
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
三
五
法
三
六
）

法
令
の
規
定
に
沿
っ
て
算
出
し
た
法

（
公
正
な
取
引
の
基
準
）

第
八
十
六
条
の
三
財
務
‐

取
引
に
つ
き
、
酒
類
製
叫

酒
類
製
造

財
務
大

第
八
十
六
条
の
四
財
務
大
臣
は
、
前
条
第
四
項
の
指
示
を
受
け
た
者
が
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
が
阻
害
さ
れ
、
又
は
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

該
指
示
に
係
る
公
正
な
取
引
の
基
準
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
第
八
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

３
財
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
正
な
取
引
の
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ

４
財
務
大
臣
は
、
公
正
な
取
引
の
基
準
を
遵
守
し
な
い
酒
類
製
造
業
者
又
は
酒
類
販
売
業
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に

対
し
、
当
該
公
正
な
取
引
の
基
準
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

対
し
、
当
該
公
正
な
取
引
の
基
準
を
遵
一

ば
な
ら
な
い
。

う
・
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る

（
公
正
な
取
引
の
基
準
に
関
す
る
命
令
）

（
輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

的
効
果
を
有
す
る
基
準
を
周
知
す
る
も
の

業
者
又
は
酒
類
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
必
要
な
基
準
（
以
下
「
公
正
な
取
引
の
基
準
」
と
い

臣
は
、◎

酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
の
取
引
の
円
滑
な
運
行
を
図
る
た
め
、
酒
類
に
関
す
る
公
正
な

上、

/

当酒
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第
七
条
の
三
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、

４
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
入
基
準
数
量
は
、
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し

す
る
数
量
（
以
下
こ
の
条
及
び
同
表
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
当
該
各
項
に
掲

げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
次
項
第
六
号
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
発
動

日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
関
税
定
率
法
第

三
条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
若
し
く
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
（
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
っ
て
は
、
同
表
に
定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
・
）
及
び
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び

貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
議
定
書
に
附
属
す
る
讓
許
表
の
第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
讓
許
表
に
定
め
る
税

率
（
第
七
条
の
七
及
び
第
八
条
の
二
に
お
い
て
「
協
定
税
率
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
（
関
税
に
つ
い

て
の
条
約
の
特
別
の
規
定
及
び
同
法
第
五
条
（
便
益
関
税
）
の
規
定
に
よ
る
便
益
を
受
け
な
い
国
（
そ
の
一
部
で
あ
る
地

域
を
含
む
。
）
の
生
産
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
通

常
の
関
税
率
」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
一
の
六
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

域
を
含
む
。
）
の
生
産
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
、

常
の
関
税
率
」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
一
爪

報
に
よ
る
告
示
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
公
表
（
以
下
「
告
示
等
」
と
い
う
。
）
を

当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
官

表
に
定
め
る
税
率
を
加
算
し
た
税
率
と
す
る
。

た
数
量
と
し
て
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
て
得
た
数
量
と
す
る
。
た
だ
し
、

そ
の
算
出
し
て
得
た
数
量
が
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
同
表
の
一
五
の
項
か
ら
一
九
の
項
ま
で
に
掲
げ
る

へ

略
…
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５
．
法
令
上
「
告
示
」
の
文
言
を
用
い
ず
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
に
つ
い
て
定
め
る
事
例

①
有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
閨
す
る
法
律
（
昭
四
八
法
一
三
二

（
３
）
行
政
機
関
内
部
の
審
査
基
準

○
農
薬
取
締
法
（
昭
二
三
法
八
二
）

（
登
録
の
拒
否
）

行
政
機
関
内
部
の
審
査
基
準

第
四
条

第
四
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
健
衛
生
上
の
見
地
か
ら
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
家
庭
用
品
を
指
定
し
、
そ
の
家
庭
用
品
に

２
前
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
て

物
品
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
十
月
一
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
単
に
「
前
年
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
過
去
三
年
間
に
お
け
る
各
年
（
同
表
の
一
五
の
項

か
ら
一
九
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
各
期
間
。
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
・
）
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
「
平
均
輸
入
数
量
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
輸
入
基
準
数

量
は
、
平
均
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
す
る
。
（
略
）

告
示
す
る
。

（
家
庭
用
品
の
基
準
）

を
周
知
す
る
も
の
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②
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
）

（
特
定
水
銀
使
用
製
品
の
製
造
の
許
可
）

③
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
四
八
法
五
三
）

（
負
担
金
に
係
る
決
定
）

第
六
条

第
十
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

一
第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

（
販
売
等
の
禁
止
）

第
五
条
前
条
第
二

な
う
者
は
、
そ
の
寺

五
条
前
条
第
一
項

第
百
六
条

３
主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
時
（
以

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
が
定
め
ら
れ
た
家
庭
用
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行

な
う
者
は
、
そ
の
基
準
に
適
合
し
な
い
家
庭
用
品
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
陳
列
し
て

は
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

つ
い
て
、
有
害
物
質
の
含
有
量
、
溶
出
量
又
は
発
散
量
に
関
し
、
必
要
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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〆

お
い
て
、
当
該
報
告
時
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
負
担
金
に
係
る
負
担
率
及
び
納
付
期
間
が
定

め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
負
担
率
及
び
納
付
期
間
を
変
更
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
報
告
時
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後

下
こ
の
項
に
お
い
て

る
負
担
率
及
び
納
付
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
よ
り
農
水
産
業
協
同
組
合
が
納
付
す
べ
き
負
担
金

の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
負
担
金
に
係
る
負
担
率
及
び
納
付
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る

「
報
告
時
」

と
い
う
。
）

の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
次
条
第
一
項
の
規
定

い
◎
へ

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
負
担
金
」
と
い
う
。
）
に
係

た
だ
し
、
当
該
報
告
時
の
属
す
る
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度
に

0
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○
参
考
資
料

〔
参
考
資
料

〔
参
考
資
料

〔
参
考
資
料

〔
参
考
資
料
五
〕
最
高
裁
判
例
（
「
昭
和
二
十
三
年
政
令
二
百
一
号
違
反
等
被
告
事
件
二
抜
粋

〔
参
考
資
料
四
〕
行
政
法
概
説
Ｉ

一
一
一
〕

一

一

〕

一
〕

行
政
法
Ｉ

行
政
法
要

行
政
法
講
義奉

珊
（

（
塩
野
宏
著
、
有
斐
閣
）
抜
粋

へ

ト
ー

へ

原
田
尚
彦
著
、
学
陽

（
宇
賀
克
也
著
、
有
斐
閣
）
抜
粋

田
中
一
一

郎
著
、
良

書
房
） 聿

日
並
日

抜
粋 及
会
）
抜
粋

十
三
頁

十
一
頁

九
頁

五
頁

一

■■■■■■■■■■■頁
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17行政行為の成立要件及び効力

た
だ
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
行
政
行
為
の
成
立
要
件
と
い
ち
お
う
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
問
題
と
し
て
、
行
政
行
為
の
効
力

発
生
要
件
の
問
題
が
あ
る
。
‐

る
が
、
現
実
に
は
、
そ
れ
ら
の
要
件
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
あ
る
行
為
が
ど
う
い
う
効
力
を
生
ず
る
か
が
、
む
し
ろ
、
し
ば
し
ば
問
題
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
い
う
要
件
の
欠
け
て
い
る
行
為
、
い
わ
ゆ
る
「
暇
疵
の
あ
る
行
政
行
為
」
と
い
う
も
の
が
、
法
律
的
に
ど
う
い
う

効
力
を
生
ず
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
問
題
を
み
て
い
く
方
が
、
よ
り
具
体
的
に
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
行
政
行
為
の
成
立
要
件
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
ち
い
ち
問
題
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
て
、
行

政
行
為
の
成
立
要
件
を
欠
く
行
為
が
果
し
て
ど
う
い
う
効
力
を
も
つ
か
、
そ
の
効
力
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
影
勢
を
受
け
る
か
と
い
う

観
点
か
ら
、
話
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

行
政
行
為
の
成
立
要
件
及
び
そ
の
効
力
の
問
題
は
、
こ
れ
を
反
面
か
ら
み
る
と
、
行
政
行
為
の
暇
疵
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
行
政
行
為
の
成
立
要
件
と
い
う
見
地
か
ら
問
題
を
取
り
あ
げ
、
行
政
行
為
が
、
そ
の
主
体
・
内
容
・
手
続
・
形
式
の
す
べ
て
の

点
に
つ
い
て
、
法
律
上
一
定
の
規
制
を
受
け
て
お
り
、
行
政
行
為
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
法
律
の
定
め
た
要
件
を
備
え
て

い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
成
立
要
件
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
法
律
の
規
定
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
、
一
つ
の
方
法
で
あ

狗
焦
が
、
内
部
的
に
成
す

叫
司
削
剥
吋
刎
剴
引
引
釧

一
七
行
政
行
為
の
成
立
要
件
及
び
効
力

（

の
場
丞
［

媚
手
方
の
立
場
か

号
守
自
身
の
立
易

１
回
Ｉ

218



17行政行為の成立要件及び効力

文
書
の
送
達
に
関
す
る
一
般
法
を
設
け
、

と
い
う
趣
旨
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
て
い
る
。

と
か
、
或
い
は
ま
た
、
行
政
庁
の
内
部
で
あ
る
処
分
令
書
が
作
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
、
行
政
行
為
の
「
不
存
在
」

の
状
態
と
は
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
合
議
体
の
議
決
が
、
い
ち
お
う
、
有
効
に
成
立
す
る
と
、
そ
れ
は
、
一
事
不
再
理
の

原
則
に
よ
っ
て
、
同
じ
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
違
っ
た
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
内
部
拘
束
の
問
題
が
生
ず
る
こ
と
も
あ

る
。
ま
た
、
行
政
庁
の
内
部
の
意
思
決
定
と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
、
書
面
の
作
成
、
す
な
わ
ち
、
処
分
令
書
と
い
っ
た
形
で
具
体
化

さ
れ
た
場
合
に
は
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係
で
、
そ
れ
が
表
示
さ
れ
る
か
、
相
手
方
が
そ
れ
を
承
知
し
得
べ
き
段
階
に
至
る
前
の
段
階
に

お
い
て
も
、
全
然
、
何
ら
の
効
力
を
も
た
な
い
も
の
と
言
い
き
れ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
行
政
庁
自

身
と
し
て
は
、
も
は
や
取
り
消
し
た
り
、
変
更
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
拘
束
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
あ
り
得
る
。
こ
と

に
、
異
議
申
立
て
の
決
定
と
か
、
審
査
請
求
の
裁
決
と
い
う
よ
う
な
行
為
で
あ
る
と
、
一
種
の
「
不
可
変
更
力
」
と
い
う
も
の
を
生
ず
る

と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
相
手
方
に
到
達
す
る
か
ど
う
か
を
、
必
ず
し
も
そ
の
要
件
と
は
し
な
い
で
、
実
質
的
に

確
定
す
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
種
々
見
解
の
相
違
も
あ
る
わ
け
．
で
あ
る
が
、
私

区
別
し
て
考
え
、
相
手
方
に
対
し
て
、
拘
束
力
を
生
ず
る
た
め
に
は
、
相
手
方
に
対
し
て
、
こ
れ
を
了
知
し
得
べ
き
状
態
に
お
く
と
い
う

知
し
得
べ
き
状
態
に
お
か
れ
て
、
は
じ
め
て
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係
で
、
効
力
を
生
ず
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
相
手
方
の
知
ら
な
い
う
ち

に
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係
で
、
効
力
を
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
と
の
意
味
で
の
行
政
行
為
の
効
力
の
発
生
要
件
と
も
い
う

べ
き
も
の
と
し
て
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係
で
の
行
政
行
為
の
送
達
と
い
っ
た
問
題
が
、
一
つ
の
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
現
在
、
日

本
の
法
律
制
度
で
は
、
そ
う
い
う
文
書
の
送
達
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
法
律
の
定
め
は
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
う
い
う

相
手
方
に
了
知
さ
せ
る
方
法
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
あ
る
。
口
頭
で
、
相
手
方
姪

相
手
方
に
手
渡
す
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
郵
便
物
で
、
そ
れ
を
郵
送
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
。

相
手
方
に
知

は
、

と
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

行
政
処
分
は
、
そ
の
送
達
に
よ
っ
て
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る

1

1

ｌ
ｍ
ｌ
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ら
し
め
る
こ
と
が
あ
り
、
書
面
を
、
直
接
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
相
手
方
が
、
こ
れ
を
了
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委
任
立
法
（
な
い
し
準
立
法
）
の
増
大
は
、
現
代
国
家
に
お
け
る
行
政
権
の
肥
大
化
を
示
す
顕
著
な
現
象
で
あ
り
、
行
政
の
複
雑
化
、

専
門
技
術
化
に
と
も
な
う
不
可
避
的
な
結
果
で
あ
る
。
行
政
立
法
の
過
程
に
は
官
僚
の
専
断
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
民
意
を
反
映
す
る
し
く
み

境
省
令
等
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
大
気
汚
染
防
止
法
二
条
一
項
三
号
、
三
条
一
項
）
。
ま
た
、

技
術
的
な
行
政
施
策
を
法
律
で
細
部
ま
で
事
細
か
く
規
定
し
て
お
く
の
は
不
可
能
に
近
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
す
れ
ば
行
政
の
硬
直
化
を

招
く
。
ま
た
、
細
か
い
長
文
の
法
律
が
無
数
に
作
ら
れ
る
と
、
法
の
支
配
言
唇
○
二
四
言
）
が
法
律
の
雨
言
旨
。
童
画
薯
）
を
降
ら
せ
る

こ
と
と
な
っ
て
、
か
え
っ
て
法
律
の
内
容
を
わ
か
り
に
く
く
す
る
。
法
治
行
政
の
も
と
で
も
、
法
律
の
規
定
は
や
は
り
あ
る
程
度
簡
潔

で
、
伸
縮
的
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
趣
旨
が
、
国
民
一
般
に
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
法
律
自
体
で
は
、
実
施
す
べ
き
行
政
施
策
の
目
的
や
要
件
・
内
容
等
に
つ
き
大
綱
的
な
定
め
を
お
く
に
と
ど
め
、
細
部
的
な

事
項
や
技
術
的
事
項
は
そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
行
政
部
局
が
そ
の
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
定
め
る
よ
う
、
行
政
権
に
命
令
定
立
が
委
任
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
が
行
政
立
法
で
あ
る
。
行
政
立
法
に
は
、
法
律
を
施
行
す
る
た
め
そ
の
細
則
を
定
め
る
執
行
命
令
と
、
法
律
の

委
任
に
基
づ
い
て
法
律
の
空
白
部
分
を
補
充
す
る
委
任
命
令
の
別
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

、

委
任
立
法
は
、
立
法
を
行
政
権
（
官
僚
機
構
）
に
委
ね
る
も
の
で
あ
り
、
法
治
主
義
の
見
地
か
ら
は
必
ず
し
も
望
ま
し
く
な
い
ｏ
だ
が
、

行
政
分
野
が
広
が
り
複
雑
と
な
っ
た
現
代
行
政
の
な
か
に
は
、
㈹
専
門
技
術
的
な
判
断
を
要
す
べ
き
事
項
や
、
㈲
事
情
の
変
遷
に
お
う
じ

頻
繁
に
改
廃
を
要
す
べ
き
事
項
さ
ら
に
は
、
例
政
治
的
に
中
立
の
立
場
で
決
定
す
べ
き
事
項
、
㈲
地
域
の
特
殊
性
に
即
し
た
定
め
を
要

す
べ
き
事
項
な
ど
、
法
律
自
身
で
規
定
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
適
任
の
行
政
庁
に
随
時
定
め
さ
せ
る
方
が
適
当
な
事
項
が
増
え
て
い
る
。

公
害
規
制
に
例
を
と
れ
ば
、
ば
い
煙
の
排
出
基
準
、
有
害
物
質
の
種
類
、
規
制
対
象
施
設
と
い
っ
た
技
術
的
事
項
は
、
国
民
の
利
害
に
深

く
か
か
わ
る
と
は
い
え
、
専
門
技
術
的
判
断
を
要
し
、
国
会
で
は
定
め
に
く
い
。
国
会
自
身
の
委
任
に
基
づ
い
て
行
政
機
関
が
政
令
や
環

点
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

行
政
立
法
の
意
義
と
そ
の
必
要
性

法
治
行
政
の
原
理
は
、
行
政
権
の
発
動
を
国
民
代
表
議
会
の
制
定
す
る
法
律
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
政
活
動
を
民
意
に
そ
わ
せ
よ

う
と
し
た
。
法
治
行
政
の
理
想
を
徹
底
す
る
な
ら
、
行
政
の
内
容
の
す
べ
て
を
あ
ら
か
じ
め
法
律
で
詳
細
か
つ
具
体
的
に
規
定
し
て
お
く

こ
と
が
望
ま
し
い
。
だ
が
実
際
に
は
、
議
会
が
将
来
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
予
測
し
て
法
律
を
制
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
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を
整
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
委
任
立
法
の
再
委
任
が
許
さ
れ
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
許
容
し
た
判
決
霞
判
昭
和
一
二
一
年
七
月
九
日
刑
集
一
一
篝
二
号

一
西
○
七
重
も
あ
る
が
、
立
法
権
限
の
移
動
を
行
政
機
関
の
任
意
に
委
ね
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
法
律
に
こ
れ
を
許
す
明
文
の
な
い
か

ぎ
り
消
極
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
条
例
で
規
則
に
条
例
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
を
委
任
す
る
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。

る
べ
き
国
民
の
権
利
義
務
に
か
か
わ
る
事
項
を
無
限
定
に
行
政
立
法
に
委
ね
る
の
は
、
立
法
機
関
と
し
て
の
責
務
放
棄
で
あ
る
し
、
行
政

府
（
官
僚
）
の
権
限
を
過
大
に
し
て
三
権
分
立
に
反
す
る
結
果
を
も
招
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

国
会
が
行
政
庁
へ
立
法
を
委
任
す
る
場
合
に
は
、
法
律
自
体
の
な
か
で
委
任
の
目
的
、
授
権
の
対
象
と
な
る
事
項
と
そ
の
範
囲
、
立
法

に
際
し
考
慮
す
べ
き
要
素
、
規
律
の
方
法
な
ど
を
明
示
し
て
行
政
庁
に
許
さ
れ
る
権
能
を
限
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
立
法
を

行
う
行
政
機
関
と
委
任
立
法
の
形
式
を
も
特
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
委
任
の
限
界
を
明
確
に
せ
ず
、
無
限
定
な
白
紙
委
任
の

か
た
ち
で
行
政
庁
に
命
令
の
定
立
を
授
権
す
る
法
律
は
、
憲
法
の
趣
旨
に
反
し
無
効
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
一
般
の
委
任
立
法
の
場
合
に
は
、
委
任
の
限
界
が
、
条
文
上
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
場

合
で
も
、
法
律
全
体
の
構
造
か
ら
授
権
の
範
囲
と
限
界
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
人
身
の
自
由
や

精
神
の
自
由
を
侵
害
す
る
立
法
や
犯
罪
の
構
成
要
件
に
か
か
わ
る
法
規
命
令
の
定
立
を
委
任
す
る
場
合
に
は
、
行
政
の
窓
意
に
よ
り
人
権

が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
、
授
権
法
自
身
で
そ
の
限
界
を
ハ
ッ
キ
リ
と
定
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
罰
則
の
委
任
の
場
合
に

は
、
罪
刑
法
定
主
義
憲
法
一
三
条
）
が
空
洞
化
さ
れ
な
い
よ
う
厳
格
な
扱
い
が
要
求
さ
れ
る
。
義
務
の
主
体
、
犯
罪
行
為
の
内
容
、
刑

罰
の
種
類
・
程
度
等
を
条
文
上
に
明
示
し
て
個
別
的
・
具
体
的
に
限
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
（
最
判
昭
和
一
モ
年
一
二
月
一
西
日
刑
集
六
巻

も
っ
と
も
、
最
高
裁
は
、
準
立
法
行
為
も
機
械
的
に
立
法
行
為
と
同
列
に
扱
っ
て
い
る
。
都
市
計
画
法
上
の
用
途
地
域
の
指
定
な
ど
も
、
一
般

的
抽
象
的
な
性
格
で
あ
る
か
ら
、
直
接
こ
れ
を
抗
告
訴
訟
で
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
（
最
判
昭
和
五
七
年
四
月
二
二
日
民
集
三
六
巻
四
号

七
○
五
頁
）
。
だ
が
、
準
立
法
行
為
は
国
民
の
利
害
に
直
接
か
つ
密
接
に
か
か
わ
る
か
ら
、
規
範
統
制
訴
訟
の
制
度
を
欠
く
わ
が
国
に
お
い
て

は
、
行
政
処
分
（
一
般
処
分
）
に
準
じ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
の
提
起
を
認
め
る
な
ど
、
事
案
に
即
し
て
柔
軟
な
法
運
用
を
は
か
る
必
要

が
あ
る
。
最
高
裁
も
近
年
態
度
を
緩
げ
、
み
な
し
道
路
を
一
括
し
て
指
定
（
建
築
基
準
法
四
二
条
二
項
）
す
る
告
示
の
処
分
性
を
肯
認
し
た
（
最

判
平
成
一
四
年
一
月
一
七
日
民
集
五
六
巻
一
号
一
頁
）
。
注
目
さ
れ
よ
う
。

へ

委
任
立
法
へ
の
授
権
の
限
界
ｌ
白
紙
委
任
の
禁
止

行
政
立
法
が
現
代
国
家
に
お
い
て
増
加
す
る
の
は
避
け
が
た
い
が
、
三
権
分
立
を
基
本
と
し
国
会
を
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
と
す
る
日

本
国
憲
法
（
四
一
条
）
の
た
て
ま
え
か
ら
す
る
と
、
行
政
立
法
を
無
限
定
に
承
認
す
べ
き
で
は
な
い
。
国
会
が
本
来
法
律
を
も
っ
て
定
め

二
号
一
三
四
六
頁
）
。

＊
国
家
公
務
員
法
一
○
二
条
の
合
憲
性

国
家
公
務
員
法
一
○
二
条
は
、
認

め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
事
、
「
職

＊
告
示
の
性
質

た
ち
で
公
表
さ
れ
る
と
き
に
は
、
告
示
自
体
が
一
種
の
法
規
定
立
行
為
と
し
て
機
能
し
、
行
政
立
法
の
性
格
を
も
つ
場
合
も
あ
る
。

＊
＊
地
域
指
定
そ
の
他
基
準
設
定
行
為
の
性
格

行
政
立
法
と
は
、
行
政
庁
が
法
律
の
空
白
部
分
や
暖
昧
な
部
分
を
補
充
し
て
、
そ
の
内
容
を
具
体
化
し
国
民
の
権
利
義
務
に
関
す
る
一
般
的
な

法
規
範
の
意
味
・
内
容
を
明
確
に
す
る
作
用
で
あ
る
。
法
律
の
施
行
区
域
を
定
め
る
地
域
指
定
や
、
行
政
上
の
給
付
水
準
の
定
め
も
、
法
律
の
内

容
や
施
行
区
域
を
具
体
的
に
明
示
す
る
と
い
う
点
で
は
、
一
般
的
な
法
規
範
の
定
立
と
同
様
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
措
置

は
そ
の
内
容
が
、
か
な
り
具
体
的
で
後
続
の
処
分
が
な
く
て
も
、
国
民
生
活
に
直
接
的
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
一
般
的
抽
象
的
な
規
範

定
立
作
用
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
具
体
的
事
象
を
規
律
す
る
「
処
分
」
に
近
い
性
格
を
も
っ
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
を
「
準

立
法
」
と
呼
び
、
通
常
の
「
立
法
」
と
区
別
し
た
。
準
立
法
行
為
は
、
具
体
的
状
況
に
お
う
じ
、
積
極
的
に
「
処
分
」
に
準
じ
た
扱
い
を
す
べ
き

な
場
面
で
利
用
さ
れ
る
。

場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

叩
た
め
に
洞
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

員
は
…
．
：
選
挙
権
の
行
使
を
除
く
外
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
政
治
的
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定

人
事
院
は
国
家
公
務
員
に
対
し
て
、
選
挙
権
の
行
使
以
外
の
こ
と
で
政
治
色
の
あ
る
行
為
で
あ
れ
ば
何
事
で
も
禁

Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ 活

保
護
基
準
（
生
活
保
護
法
八
条
）
の
よ
う
な
、
一
般
的
法
規
範
の
内
容
と
な
る
定
め
が
告
示
の
か
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劃
に
税
こ
て
（
自
活
注
一
六
条
四
・
五
項
）
、
公
報
等
に
掲
載
し
て
こ
れ
を
公
布
す
る
。
法
令
は
公
布
さ
れ
た
と
き
に
一
般
国
民
が
周
知
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
予
定
さ
れ
た
施
行
期
日
か
ら
効
力
を
発
す
る
。
公
布
即
日
施
行
の
法
令
は
、
法
令
を
掲
載
し
た
官
報
な
い
し
公
報

が
い
ず
れ
か
の
販
売
所
に
到
着
し
、
一
般
希
望
者
が
閲
覧
な
い
し
購
読
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
最
初
の
時
点
で
公
布
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
霞
判
昭
麺
一
三
年
一
○
月
一
五
日
刑
集
一
一
琴
一
四
号
三
三
三
頁
）
。

な
お
、
公
布
し
た
法
令
の
内
容
に
、
誤
記
・
誤
植
が
あ
る
腸
〈
ロ
に
は
、
官
報
・
公
報
等
に
所
定
の
様
式
の
正
誤
表
を
の
せ
て
こ
れ
を
訂

正
す
る
。
し
か
し
、
法
令
の
原
本
自
体
に
誤
記
が
あ
る
場
合
に
、
国
民
の
権
利
義
務
に
実
質
的
な
変
更
を
と
も
な
う
よ
う
な
変
更
を
正
誤

の
形
式
に
よ
っ
て
行
う
の
は
妥
当
で
な
い
。
正
式
の
改
正
手
続
に
よ
り
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
（
国
会
で
議
決
し
た
法
律
の
原
本
自
体
に
誤
り
が

あ
る
場
合
に
は
、
国
会
で
再
議
し
て
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。
正
誤
で
こ
れ
を
正
し
た
例
が
あ
る
が
、
便
法
に
過
ぎ
よ
書
ユ
。

式
に
従
っ
て
（
自
治
法
一

六
条
四
・
五
項
）
、

固
淵
集
一
一
巻
一
四
号
三
四
』
へ
一
百

行
政
立
法
の
公
布
と
発
効

方
公
共
団
体
に
あ
っ
て
は
、
「
条
例
等
の
公
布
に
関
す
る
条
例
」
（
公
告
式
条
例
）
の
定
め
る
様
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第一部第二章行政行為 叩

（
か
制
政
行
為
に
よ
っ
て
権
利
変
動
が
生
ず
る
の
は
、
相
手
方
に
対
し
て
行
政
行
為
の
効
果
な
い
し
効
力
が
発
生
す
る
こ
と
を
前
提
と
す

り
、
相
手
方
が
現
実
に
了
知
し
、
ま
た
は
相
手
方
の
了
知
し
う
べ
き
状
態
に
置
か
れ
た
時
で
あ
る
（
最
判
昭
和
二
九
・
八
・
二
四
刑
集
八

巻
八
号
一
三
七
二
頁
、
行
政
判
例
百
選
Ｉ
〔
四
版
〕
六
三
事
件
、
最
判
昭
和
五
七
・
七
・
一
五
民
集
三
六
巻
六
号
二
四
六
頁
、
行
政
判
例
百
選

Ｉ
五
九
事
件
、
最
判
平
成
二
・
一
○
・
一
三
民
集
五
三
巻
七
号
一
二
七
○
頁
、
行
政
判
例
百
選
Ｉ
六
一
事
件
）
。

こ
れ
に
対
し
、
効
力
の
発
生
時
期
に
つ
い
て
法
律
が
特
段
の
定
め
を
置
い
て
い
る
と
き
に
は
、
こ
れ
に
従
う
（
税
理
士
法
に
お
け
る

税
理
士
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
効
果
は
懲
戒
処
分
の
確
定
の
時
に
発
す
る
。
最
判
昭
和
五
○
・
六
・
二
七
民
集
二
九
巻
六
号
八
六
七
頁
、
行
政
判

例
百
選
Ｉ
六
二
事
件
）
。

達
は
、
相
手
方
の
住
所
・
居
所
等
が
不
明
な
場
合
に
な
さ
れ
る
簡
易
な
送
達
の
方
法
で
あ
り
、
一
種
の
便
法
で
あ
る
の
で
＄
そ
の
要
件

で
、
行
政
行
為
の
相
手
方
が
特
定
し
、
か
つ
居
所
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
郵
送
な
ど
通
常
の
手
段
に
よ
っ
て
、
行
政
行
為
の
送
達

を
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
手
方
の
居
所
不
明
の
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
措
置
す
る
か
の
問
題
が
生
ず
る
。
行
政
法

上
の
一
般
的
規
定
の
存
在
し
て
い
な
い
現
在
で
は
、
裁
判
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
る
公
示
送
達
を
定
め
る
民
法
九
八
条
が

参
照
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
相
手
方
に
対
す
る
行
政
行
為
の
内
容
に
は
権
利
制
限
か
ら
権
利
付
与
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で
、
一
般
的
に
こ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
、
逆
に
こ
の
方
法
し
か
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の
は
合
理
的
で

は
な
い
。
要
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
れ
ば
、
法
律
的
に
行
政
行
為
が
相
手
方
に
到
達
す
る
と
み
て
よ
い
か
ど
う
か
で
あ
る
か
ら
、

民
法
九
八
条
は
他
に
適
切
な
方
法
が
な
い
場
合
に
依
る
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
方
法
で
あ
る
、
と
理
解
す
べ
き
ょ
う
に
思
わ
れ
る
（
内

閣
法
制
局
意
見
は
、
「
改
正
前
の
」
民
法
九
七
条
の
二
に
よ
る
こ
と
が
当
然
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
参
照
、
前
田
正
道
編
・
法
制
意
見
百
選

〔
一
九
八
六
年
〕
一
二
一
頁
）
。
個
別
の
法
律
で
公
示
送
達
を
定
め
て
い
る
と
き
は
勿
論
こ
れ
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
公
示
送

る
。
そ
れ
は
、
特
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
意
思
表
示
の
一
般
原
則
に
従
い
、
行
政
行
為
が
相
手
方
に
到
達
し
た
時
で
あ
る
。

に
つ
い
て
は
厳
格
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
特
許
法
一
九
一
条
に
定
め
る
公
示
送
達
の
要
件
を
欠
く
と
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
最
判
昭

和
五
六
・
三
・
二
七
民
集
三
五
巻
二
号
四
一
七
頁
参
照
）
。

政
行
為
の
成
立
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
行
政
行
為
の
成
立
時
点
以
後
、
行
政
庁
は
行
政
行
為
の
変
更
を
し
え
な
い
と

す
る
と
、
こ
の
区
別
が
意
味
を
も
っ
て
く
る
．
行
政
庁
が
独
任
制
の
場
合
に
は
、
か
か
る
自
己
拘
束
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

（
１
）

合
議
体
に
お
け
る
一
事
不
再
議
の
原
則
は
内
部
的
意
思
決
定
の
段
階
で
生
ず
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
田
中
・
総
論
三
一
二
頁
は
、
行
政
行
為
の
成
立
と
相
手
方
に
対
す
る
拘
束
力
を
区
別
し
、
成
立
し
た
以
上
、
行
政
行
為
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
行
政

行
政
行
為
の
要
件
が
充
足
さ
れ
、
↑

昭
和
二
九
・
九
・
二
八
民
集
八
巻
九
号
一
行

相
手
方
に

二
行
政
行
為
の
効
力
の
発
生

送
達
す
る
方
法
に
●つ

い
て
は
、政

庁
が
意
思
決
定
を
し
て
こ
れ
を
表
示
し
た
と
き
を
成
立
の
時
点
と
解
す
る
と
（
参
照
、
最
判

七
七
九
頁
行
政
判
例
百
選
Ｉ
〔
四
版
〕
六
一
事
件
）
、
行
政
行
為
の
効
力
の
発
生
時
点
と
別
に
行

通
則
的
規
定
が
な
い ｌ

ｍ
ｌ

へ

行
政
手
続
法
で
も
送
達
に
つ

い
て
の
規
定
を
置
い

て

い

な
い
耳

0

そ
こ

つ
孝
季

Z86Z87
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〔手続法2条1号等),法律および命令の意味で使用される‘

霊蒻蒻~妄7扉燕〒宮諏芳旬冑湊"牒糾典,蠅鯵昭
ｰ竺一…四

扉一般的である6

蕊蕊
告示（内閣府設置法7条5項･58条6項，国家行政組織法14条1脚とは，

告 示公の機関が意思決定または事実を一般に公に知らせる形式であり，国
の場合は官報（国籍法10条1項等参照)，地方公共団体の場合には公報に登載する

のが通常である。

告示の形式で定められるものの中にも，命令の性質を持つと解されているもの

がある。総務大臣（後掲判決当時は自治大臣）が定め告示する固定資産評価基準

（地方税法388条1卿について，千葉地判昭和57．6．4判時1050号37頁，東京

地判平成2．12．20判時1375号59頁は法的拘束力を認め，文部科学大臣（後掲

判決当時は文部大臣）が告示する学習指導要領（学校教育法施行規則52条｡74条．84

条）について，最判平成2．1．18判時1337号3頁は，法的拘束力を有すること

を承認している（ただし，学説上はいずれについても有力な異論がある)。そして，同

日に言い渡された最判平成2．1．18民集44巻1号1頁［百選154]は，学習指

導要領違反を主たる理由とする懲戒免職処分を適法としている。不公正な取引方

法を指定する告示触占禁止法2条9項6号｡72条)，生活保護法による保護の基準

（生活保護法8条)，特定物資の特定標準価格（国民生活安定緊急措置法9条1項･4

項)，統制額（物価統制令4条物価統制令施行令2条）も法規としての性質を持つ

といえよう。他方，環境基準（環境基本法16条1項）につぎ，東京高判昭和62．

12．24行集38巻12号1807頁［判例集Ⅱ刎は，法規ではなく，政策上の達成

目標ないし指針であるとする。町または字の区域の変更の告示（地方自治法2帥条

2項）のように，法規でも行政行為でもなく事実を周知するためのものもある。

行政手続法2条1号が法令の中に告示を含めているのは，告示一般を対象と

(5)条例・規則

蕊
’
一
一
Ｉ

する趣旨ではなく，法令の委任に基づく命令であって告示形式をとるものを念頭

に置いている。

驚蝦室ご;二難とで竺蹴鱒星雲室:雪姜罵られた‘
i---…Colum凡物価統制令－．………･･－

重蕪蕊蕊蕊I 物価統制令は，大日本帝国憲法

Iするため特に必要がある場合，命
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主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

の上告弓?弾甲立弾庄乳～ I司昭

割減車及び職場離脱の教唆行為0

忙令二0－岩j料木［ ﾖ、のイT為一〔、所

y〕ー(や丙

思うに､成文の法令が一般的に国民に対し現実にその拘束力を発動する（施行せ

られる）ためには、その法令の内容が一般国民の知りうべき状態に置かれることが

前提要件とせられるのであって、このことは、近代民主国家における法治主義の要

請からいって、まさにかくあるべきことといわなければならない。わが国において

は、明治初年以来、法令の内容を一般国民の知りうべき状態に置く方法として法令

公布の制度を採用し、これを法令施行の前提要件として来たことは、明治初年以来

の法制を通じ窺えるところであり、現行制度の下においても同様の立前を採用して

いることは、 日本国憲法七条一号が法律、政令等の公布について規定を置いている

ところから知ることができ、またこの公布行為が、国家の公の行為とされているこ

とも、公布を天皇の国事行為の一として定めた日本国憲法の前記条項によって明ら

かである。

ところで、法令の公布の方法については、明治憲法下においては明治四○年勅令

六号公式令により法令の公布は官報をもってする旨が定められていたのであるが（

同令一二条） 、右公式令は､日本国憲法施行と同時に、昭和二二年五月三日廃止せ

られ、そしてこれに代わるべき法令公布の方法に関する一般的規定は未だ定められ

ていない。即ち、公式令の廃止後は、法令公布の方法については、一般的な法令の

規定を欠くに至ったのであって、実際の取扱としては、公式令廃止後も、法令の公

ノ

4

-13-



布を官報をもってする従前の方法が行われて来たことは顕著な事実ではあるが、 こ

れをもって直ちに、公式令廃止後も法令の公布は官報によるとの不文律が存在して

いるとまでは云いえないことは所論のとおりであり、今日においては法令の公布が、

官報による以外の方法でなされることを絶対に認め得ないとまで云うことはできな

いであろう。しかしながら、公式令廃止後の実際の取扱としては、法令の公布は従

前通り官報によってなされて来ていることは上述したとおりであり、特に国家がこ

れに代わる他の適当な方法をもって法令の公布を行うものであることが明らかな場

'､、合でない限りは、法令の公布は従前通り、官報をもってせられるものと解するのが
ノ

相当であって、たとえ事実上法令の内容が一般国民の知りうる状態に置かれえたと
－

しても、いまだ法令の公布があったとすることはできない。

所論は、 「法令の公布は官報を以ってすると云ふ公布の方式を定めた公式令は、

か
解
し
と
は
事
と
昭
力
文

る
と
適
の
令
て
の
。
ッ
全

あ
の
に
も
法
つ
も
た
マ
の

で
も
る
る
要
補
た
つ
る
こ

の
た
え
よ
主
相
つ
あ
す
時

た
つ
与
に
、
法
あ
で
関
当

つ
あ
を
法
方
方
が
様
に
、

な
が
会
方
一
の
布
の
正
し

和
、
ろ
も
考
ジ
上
す
二
サ

昭
ら
す
た
が
ラ
実
な
和
一

ほ全国の新聞紙に掲載報道されて居り、又その頃総司令部係官お、この書簡は直ち

に効力を発生する旨の見解も新聞紙に掲載発表せられ、かくて同月三

妻により本件政令が成立し翌三一日公布の手段がとられた上、同日午後

-14-



○
議
事
要
旨

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
二
号
関
係
議
事
要
旨
〕

１
「
公
表
」
と
「
告
示
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て

国
民
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
つ
情
報
を
発
表
す
る
場
合
に
「
告
示
」
を
用
い
る
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
か
と
の
意
見
、

行
政
処
分
の
前
提
と
し
て
国
民
全
員
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
擬
制
す
る
要
請
が
強
い
場
合
に
は
「
告
示
」
、
そ
う
で
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
「
公
表
」
で
は
な
い
か
と
の
意
見
、
「
告
示
」
で
あ
れ
ば
い
つ
の
時
点
で
発
表
し
た
か
明
ら
か
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
罰
則
の
適
用
を
始
め
と
す
る
事
実
の
確
定
が
高
度
に
求
め
ら
れ
る
情
報
で
あ
れ
ば
「
告
示
」
、
単
な
る
お
知

ら
せ
で
あ
れ
ば
「
公
表
」
と
い
う
使
い
分
け
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
法
的
効
果
が
生
じ
る
情
報
で
な
く
て
も
、
例
え
ば
行

政
機
関
の
設
置
に
関
す
る
情
報
で
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の
当
該
機
関
の
処
分
行
為
の
有
効
性
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
場
合
も

あ
り
、
「
告
示
」
に
よ
っ
て
発
表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
な
ど
が
あ
っ
た
。

他
方
、
従
前
か
ら
事
実
上
の
行
為
の
積
み
重
ね
の
結
果
、
「
公
表
」
の
一
形
態
と
し
て
「
告
示
」
の
語
を
使
っ
て
い
る

事
例
も
あ
る
の
で
法
的
効
果
の
有
無
で
使
い
分
け
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
、
両
者
の
使
い
分
け
に
つ
い

て
は
前
提
と
な
る
行
為
を
ど
こ
ま
で
整
理
で
き
る
か
と
い
っ
た
議
論
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
整
理
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
と
の
意
見
も
み
ら
れ
た
。

法
令
上
の
「
公
表
」
と
「
告
示
」
の
使
い
分
け
等
に
つ
い
て

（
担
当
西
尾
参
事
官
）



２
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
の
外
縁
に
関
し
て

個
別
の
法
律
違
反
を
制
裁
的
に
公
表
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
行
政
処
分
に
該
当
し
な
い
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
国
民
一
般
に
対
す
る
抽
象
的
な
規
範
の
効
力
発
生
な
の
か
ど
う
か
を
も
と
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
の
意
見
、
規
範
自
体
は
既
に
法
令
で
決
ま
っ
て
お
り
、
算
出
方
法
が
公
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
「
公
表
」
と
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。



一

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
三
号
関
係
資
料
〕

約
等
が
「
日
本
国
に
つ
、

（
二
国
間
協
定
の
場
合
）

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
当
該
条
約
等
が
我
が
国
』

保
法
と
い
う
性
格
上
、
当
然
の
規
定
ぶ
り
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
当
該
条
約
等
が
我
が
国
に

議
題
条
約
又
は
協
定
（
以
下
「
条
約
等
」
と
い
う
。
）
の
国
内
担
保
法
に
お
い
て
施
行
日
を
定
め
る
場
合
、
通
常
は
、
当
該
条

等
が
「
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
又
は
当
該
条
約
等
の
「
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
」

一
方
で
、
こ
れ
ら
の
国
内
担
保
法
の
施
行
令
の
施
行
日
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
通
り
の
規
定
ぶ
り
が
見
受
け
ら
れ
る
。

①
当
該
条
約
等
が
「
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
（
少
な
く
と
も
４
用
例
）

※
二
国
間
協
定
の
ケ
ー
ス
（
当
該
条
約
等
の
「
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
）
の
用
例
は
見
受
け
ら
れ
な
か

の
「
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
（
用
例
多
数
あ
り
）

※
施
行
日
政
令
を
制
定
し
な
い
た
め
、
具
体
的
な
施
行
日
の
期
日
は
規
定
し
て
い
な
い
。

一
般
に
法
律
の
施
行
令
の
施
行
日
に
お
い
て
は
、
「
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
）

条
約
等
の
国
内
担
保
法
の
施
行
令
に
お
け
る
施
行
日
の
規
定
ぶ
り
に
つ
い
て

っ
た
。

つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
を
施
行
日
と
し
て
お
り
、
条
約
等
の
国
内
担

と
規
定
す
る
。

（
令
和
元
・
九
・
九
）

（
担
当
細
川
参
事
官
）

か
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ら
施
行
す
る
。
」
と
規
定
す
る
場
合
が
多
く
、
政
令
が
法
律
の
委
任
を
受
け
て
制
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
施
行
令
の
施
行
日
を
そ
の
委
任
の
根
拠
で
あ
る
法
律
の
施
行
日
に
係
ら
し
め
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。

一
方
で
、
法
律
の
施
行
日
が
確
定
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
令
の
施
行
日
も
同
確
定
日
で
規
定
す
る
こ
と
が
慣
例
化
し

て
い
る
こ
と
（
法
令
整
備
会
議
関
係
資
料
集
（
四
）
二
二
九
頁
）
は
、
施
行
日
は
委
任
・
受
任
関
係
を
直
接
表
す
も
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
施
行
の
契
機
を
表
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

※
一
般
的
に
施
行
令
の
施
行
日
に
お
い
て
、
「
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
」
と
規
定
す
る
の
は
、
①
実
質
的
に
は
施
行
日
政
令
で
規
定
さ
れ
る
確
定
日
に
お
い
て
当
該
施
行
令
が
施
行

さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
一
方
で
、
法
律
に
お
い
て
具
体
的
期
日
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

取
っ
て
い
る
、
②
施
行
令
は
施
行
日
政
令
と
同
時
に
公
布
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
施
行
日
政
令
の
公
布
即
施

行
を
受
け
て
施
行
令
に
お
け
る
施
行
日
の
規
定
が
効
力
を
有
す
る
と
い
う
両
者
の
先
後
関
係
を
示
す
、
等
の
理
由
が
考

条
約
等
の
国
内
担
保
法
の
施
行
令
の
施
行
日
に
つ
い
て
、
施
行
令
が
条
約
等
か
ら
直
接
委
任
を
受
け
た
も
の
で
は
な
く
、

法
律
（
国
内
担
保
法
）
の
委
任
を
受
け
て
初
め
て
国
内
的
効
力
を
持
つ
と
い
う
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
、
前
記
の
の
よ
う
に
規

定
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
が
、
施
行
日
が
あ
く
ま
で
も
施
行
の
契
機
を
表
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
の
整
理
に
基
づ
け
ば
、

こ
れ
に
委
任
・
受
任
関
係
を
合
わ
せ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
施
行
日
に
本
来
予
定
さ
れ
て
い
る
機
能
以
上
の
意
味

こ
れ
に
委
任
・
受
任
関
係
を
合
わ
和

を
課
す
こ
と
に
な
る
考
え
ら
れ
る
。

※
な
お
、
法
律
・
政
令
に
関
す
る
事
項
で
は
な
い
が
、
政
令
の
み
の
委
任
を
受
け
て
制
定
さ
れ
る
省
令
の
施
行
日
に
お
い

て
は
、
①
法
の
施
行
日
と
す
る
も
の
と
、
②
政
令
の
施
行
日
と
す
る
も
の
の
両
者
が
見
受
け
ら
れ
る
。
前
者
は
施
行
日

え
ら
れ
る
。
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（
仰
の
例
）

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
三
○
法
六
九
）
附
則

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
五
日
に
採
択
さ
れ
た
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ

ー
ル
議
定
書
（
～
）
の
改
正
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
三
○
政
二
四
二
附

○
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
二
七
法
四
二
）
附
則

二
資
料

則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
五
日
に
採
択
さ
れ
た
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル

議
定
書
の
改
正
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

を
施
行
の
契
機
と
捉
え
る
考
え
方
、
後
者
は
施
行
日
に
委
任
・
受
任
関
係
を
含
め
る
考
え
方
と
整
合
的
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
条
約
等
の
国
内
担
保
法
の
施
行
令
に
お
け
る
施
行
日
の
規
定
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
①
を
原
則
と
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）
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第
一
条
こ
の
法
律
は
、
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

○
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
二
七
政
三
七
八
）
附
則

○
船
員
法
の
一
部
一

（
施
行
期
日
）
一
部
を

二
目
次
一

三
（
略
）

○
船
員
法
の
二

二
七
）
附
則

目
次
を部

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
～
施
行
す
る
。
た
だ
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

※
本
施
行
令
の
説
明
資
料
抜
粋

「
法
第
２
１
条
第
１
項
に
よ
る
規
制
対
象
と
す
る
水
銀
等
の
指
定
～
に
つ
い
て
は
、
法
～
第
２
１
条
第
１
項
の
規
定
が
条

約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
施
行
日
は
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を

生
ず
る
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
」

へ

略
…

（
施
行
期
日
）

削
り
、 改

正
す
る
法
律
（
平
二
四
法
八
七
）
附
則

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
二
五
政
一

～
の
規
定
二
千
六
年
の
海
上
の
労
働
に
関
す
る
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
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○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を

○
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
五
五
法
四
一
）
附

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
廃
棄
物
そ
の
他
の
坐

を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
．

廃
棄
物
そ
の
他
の
物

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力

を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
す
る
政
令

（
施
行
期
日
）

※
本
政
令
の
説
明
資
料
抜
粋

※
本
整
備
政
令
の
説
明
資
料
は
審
査
録
中
に
保
存
さ
れ
て
い
な
い
が
、
用
例
集
に
お
い
て
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
五
五
政

二
五
五
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

だ
し
～
。

「
環
境
庁
は
、
Ａ
・
今
回
の
政
令
改
正
の
主
要
部
分
（
禁
止
す
る
物
質
の
範
囲
、
排
出
・
焼
却
の
海
域
、
方
法
等
）
は
条

約
の
批
准
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
条
約
の
発
効
の
日
と
す
べ
き
、
と
主
張
し
、
一
方
運
輸
省
は
Ｂ
・
前
々
国
会
に
お
い
て

（
施
行
期
日
）

こ
の
政
令
は
、
二
千
六
年
の
海
上
の
労
働
に
関
す
る
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

（
昭
五
五
政
二
五
五
）
附
則

の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力

則
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｝

○
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
二
五
法
四
八
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

○
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
三
一
政
一
二

（
②
の
例
）

○
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
三
○
法
六
一
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
壬
こ
の
政

※
本
政
令
の
説
明
資
料
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
と
と
も
に
、
用
例
集
に
お
い
て
「
○
○
法
施
行
令
の
施
行
日
が

○
○
法
の
施
行
日
（
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
）
と
同
一
の
場
合
、
「
こ
の
政
令
は
、
○
○
法
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
と
規
定
す
る
例
」
と
し
て
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
と
規
定
す
る
伽

規
定
に
つ
い
て
は
、
法
の
施
行
日
に
施
行
す
る
。
」

を
改
正
す
る
政
令
（
平
二
六
政
二
九
九
）

成
立
し
た
海
洋
汚
染
防
止
法
改
正
法
の
施
行
日
と
す
べ
き
で
あ
る
旨
主
張
し
、
結
局
最
後
に
は
Ａ
，
に
よ
っ
た
。
」

「
法
の
施
行
日
前
の
～
に
伴
い
必
要
と
な
る
次
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
上
記
②
に
施
行
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
以
外
の

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
閨
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
二
六
法
七
三
）
附

○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
二
六
政
二
九
九
）
附

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
子
の
住
所
等
及
び
社
会
的
背
景
に

関
す
る
情
報
の
提
供
の
求
め
に
関
す
る
政
令
（
平
二
六
政
一
二

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
壬
こ
の
政

第
一
条
こ
の
法
《

一
項
に
お
い
て

る
。
た
だ
し
～
。

こ
の
法
律

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
匙
こ
の
政

※
本
政
令
の
審
査
録
中
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
抜
粋

「
本
令
の
施
行
日
は
、
法
の
施
行
日
、
す
な
わ
ち
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
条

約
」
と
い
う
。
）
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
で
あ
り
（
法
附
則
第
１
条
）
、
具
体
的
に
は
、
条
約
の
締
結
（
加

入
書
の
寄
託
）
の
後
３
番
目
の
月
の
初
日
で
あ
る
（
条
約
第
３
８
条
第
３
項
）
・
」

（
施
行
期
日
）

令
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
～
）
の
施
行
の

は
、
二
千
四
年
の
船
舶
の
バ
ラ
ス
ト
水
及
び
沈
殿
物
の
規
制
及
び
管
理
の
た
め
の
国
際
条
約
（
次
条
第

お
い
て
「
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
」
と
い
う
。
）
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す

令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

則

則
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○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
六
政
四
○
七
）
附

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
六
政
三
○
八
）
附
則

（
特
殊
な
例
）

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
六
法
五
四
）
附

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年

－
ル
議
定
書
（
～
）
の
改
正
が
日

※
本
一
部
改
正
法
の
説
明
資
料
抜
粋

「
本
年
１
０
月
に
施
行
予
定
の
「

こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年

「

１
こ
の
政
令
は
、
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
》

（
平
成
六
年
九
月
三
○
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る

※
本
政
令
の
説
明
資
料
に
お
い
て
施
行
日
に
関
す
る
特
段
の
記
述
は
な
く
、
ま
た
用
例
集
に
お
い
て
施
行
日
に
関
す
る
も
の

は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

十
一
月
二
十
五
日
に
採
択
さ
れ
た
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ

定
書
（
～
）
の
改
正
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

行
政
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
５
年
法
律
第
８

則

則
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※
本
施
行
令
の
説
明
資
料
抜
粋

「
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
改
正
の
う
ち
国
会
で
の
承
認
が
必
要
な
も
の
は
、
～
の
特
定
物
質
へ
の
追
加
で
あ
る
が
、

今
次
制
定
す
る
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
で
は
こ
れ
ら
３
物
質
を
特
定
物
質
に
指
定
せ

ず
、
改
正
後
の
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
は
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
改
正
内
容
を
盛
り
込
ま
な
い
形
で
実
施
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
の
改
正
法
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
時
点
で
、
議
定
書
の
改
正
が
国
会
で
承

「
と
こ
ろ
が
、
本
年
１
０
月
１
日
よ
り
施
行
さ
れ
る
予
定
の
「
行
政
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
閏
す
る

法
律
（
平
成
５
年
法
律
第
８
９
号
）
」
第
２
４
８
条
で
は
、
現
行
の
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
第
２
７
条
の
改
正
が
規
定
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
、
今
回
の
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
改
正
に
伴
い
、
整
備
法
の
再
改
正
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
附
則
で
整

備
法
の
改
正
規
定
の
改
正
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
こ
の
度
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
一
部
改
正
法
の
施
行
期
日

改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
」

（
注
）
本
一
部
改
正
法
で
は

部
改
正
法
で
は

９
号
」
（
以
下
、
関
係
法
律
整
備
法
と
い
う
。
）
第
２
４
８
条
に
お
い
て
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
第
２
７
条
の
改
正
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
附
則
に
お
い
て
本
法
の
施
行
日
を
公
布
後
６
月
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
と
し
て
、
改
正
議
定
書

の
発
効
日
が
関
係
法
律
整
備
法
の
施
行
後
に
な
る
場
合
に
は
、
政
令
で
特
定
物
質
の
定
義
を
既
存
特
定
物
質
と
し
て
改
正

議
定
書
の
発
効
日
前
に
施
行
し
、
そ
の
後
新
規
特
定
物
質
を
政
令
に
よ
り
追
加
す
る
等
の
議
定
書
改
正
を
受
け
た
所
要
の

認
さ
れ
て
い
な
く
て
も
問
題
な
い
。
」

を
整
備
法
施
行
前
の
９
月
３
０
日
と
す
る
。
」

め
る
も
の
と
す
る
改
正
を
行
っ
た
。

、
法
律
で
特
定
物
質
を
議
定
書
に
掲
げ
る
物
質
と
し
て
定
義
し
て
い
た
も
の
を
、
政
令
で
定

ノ
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○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
六
法
五
四
）
附

○
行
政
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
五
法
八
九
）

（
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
百
四
十
八
条
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）

第
二
百
四
十
八
条
特
定
物
質
の
規
酎

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
改
正
議
定
書
の
発
効
日
が
１
０
月
１
日
よ
り
遅
れ
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
現
時
点
で
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
一
部
改
正
法

を
施
行
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
９
２
年
１
１
月
改
正
の
実
質
的
内
容
は
、
我

が
国
に
対
し
て
改
正
議
定
書
の
発
効
す
る
予
定
の
来
年
１
月
以
降
に
実
現
さ
れ
る
よ
う
改
め
て
議
定
書
寄
託
後
（
１
０
月

中
旬
を
予
定
）
に
手
当
て
す
る
こ
と
と
し
、
今
回
新
た
に
定
め
る
同
法
施
行
令
に
お
い
て
は
、
改
正
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
の

下
に
お
い
て
現
行
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
～
等

の
内
容
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
」

（
参
照
条
文
）

（
聴
聞
の
特
例
）

第
二
十
七
条
虚

２
第
十
六
条
第
一

二
十
七
条
（
略

３
（
略
）

）

第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公
開
に
よ
り

則
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①
法
の
施
行
日
と
す
る
も
の

②
政
令
の
施
行
日
と
す
る
も
の

○
法
務
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
二
七
法
務
・
厚
生
労
働
一
）

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
第
十
七
条
第
四
号
口
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
務

省
・
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
政
令
の
み
の
委
任
を
受
け
て
規
定
さ
れ
る
省
令
の
施
行
日
の
用
例
）

第
三
条
行
政
手
続
法
（

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
省
令
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法

律
第
五
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
百
四
十
八
条
の
う
ち
、
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
改
正
規

定
中
「
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。

※
本
一
部
改
正
法
本
則
に
お
い
て
、
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
第
十
六
条
第
四
項
を
削
除
す
る
改
正
を
行
っ
て
い
る
。

（
行
政
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

一
条
行
政
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次

附

則
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○
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
に
規
定
す
る
委
託
の
基
準
に
関
す
る
省
令

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四
十
五
号
）
第
四
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
に
規
定
す
る
委
託
の

基
準
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

１
こ
の
省
令
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四

十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

※
本
省
令
の
公
布
日
と
同
日
に
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め

る
政
令
（
平
二
五
政
四
四
）
が
公
布
さ
れ
、
「
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施

行
期
日
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
平
二
五
環
境
五
）

（
施
行
期
日
）

附

則

ノ
ｆ
ｒ
，
ｊ
ｊ
７
Ｌ
ｌ
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○
議
事
要
旨

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
三
号
関
係
議
事
要
旨
〕

①
条
約
等
に
お
い
て
制
度
の
大
枠
の
整
備
の
み
を
求
め
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
法
律
に
お
い
て
細
部
も
含
め
た
制
度

の
整
備
を
し
た
場
合
に
は
、
施
行
令
の
施
行
は
法
律
の
施
行
を
契
機
と
考
え
る
方
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
意
見
、
②
施
行

日
を
施
行
の
契
機
を
示
す
と
い
う
考
え
方
を
徹
底
す
れ
ば
、
法
律
に
お
い
て
施
行
日
を
「
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
○
○

月
を
経
過
し
た
日
」
と
規
定
す
る
場
合
も
施
行
令
に
お
い
て
同
様
に
規
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
一
方
で
、
実
際
に
は

「
法
の
施
行
の
日
」
と
規
定
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
法
律
の
委
任
が
あ
っ
た
上
で
の
政
令
と
い
う
関

係
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
、
③
条
約
の
国
内
担
保
法
と
さ
れ
る
も
の
を
、
三
条
約
等
の
存
在
を
前
提
と
し

な
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
も
の
、
豆
条
約
等
の
存
在
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
国
内
的
に
実
施
可
能
な
内
容
で
あ
る
が
、
条

約
等
に
合
わ
せ
て
施
行
す
る
こ
と
を
法
律
と
し
て
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
二
通
り
に
分
類
し
、
前
者
に
つ
い
て

は
条
約
等
が
「
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
」
と
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
法
の
施
行
の
日
」
と
整
理
す
べ
き
と
い

う
意
見
等
が
あ
り
、
結
論
と
し
て
は
、
個
々
の
施
行
令
の
有
す
る
事
情
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
こ
と
が
適
当
と
い
う
こ
と

と
な
っ
た
。

条
約
等
の
国
内
担
保
法
の
施
行
令
に
お
け
る
施
行
日
の
規
定
ぶ
り
に
つ
い
て

（
担
当
細
川
参
事
官
）


